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あ
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す
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感
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萠
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起
因
し

^
6
と
爾
ふ

0
ニ
曆
適
當
な
る
を
見
る
。
左
れ
ど
ホ

t

グ
f

ト
ー
リ
ィ
黨
ゴ
、

國

會

の

藍

色

v
i

s

組
織
i

す
る
に

f

し
ほ
一
六
八

i

d

f

以
後
の

事
な
-c\

i

す
。

名

i

l

s

l

ミ

—

.ム
三

©
.
5

ィ
ッ

V

ト
)
了

雨

I

s

中
ょ

4

平

. 

.
.
.

: 

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.
-
:

:■
.
.
.
.
.

「

コ
-.

「
—lllnlfT—glll 

■

11
1

_
1=

■
=
-
.
-
.
I
a
l
j
- 

- 

- 

_ 

' 

IIItgl

■

に
，其の
輔
弼
の

*

E
を
選
任
せ
し

'n
此
の
方
法
は
實
行
に
於

V
.

可
な
•
ら
t
。
從
來
國
王
が
其 

の
國
務
大

E
を
選
任
す
る
に
當
て

*
愦
已
む
を
得

^
る
と
き
に
限

^V

政
黨
の
優
勢
を
認
め

 ̂

 ̂
t
û.
0
於.
ら
政

1
政
治
.
の
ff
l
由
よ

6
?
、寧
ろ
個
人
的
の
功
勞
に
よ
ろ
て
大

E
を
選
任
す
る 

d

を
好
む
の
傾
向
あ

/)
'',
き
。
然
る
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
名
ア
ン
女
王
名
漸
く
往
々
其

Q

意 

に
反
し
て
、國
會
に
於
け
る
政
黨
の
均
勢
と
相
俟
つ

<
內
間
を
組
織
せ
し
め
し
、な

6
。

か
く
て 

一'六
九
五
年
サ
ン
ダ

i
フ
ン
ド
は
ゥ
ィ

リ

ァ：ム
に
慫
慂
し
て
、當
滕
國
會
に
於

V

優
勢
な

6
し 

f

ッ
グ
黨
の
領

.
釉
等
に
尊
ら
國
家
の
重
職
を
侬
託
せ
し
む
。

一
六
九
七
年
サ

\

ダ
ー

1N

ン
 

ド
^
其
の
同
臭
味
の
徒
を
率

.
ゐ
<
政
局
に
立
ち
し
は
、實
に
級

一

し
tc
'る
內
閻
の
嚆
矢
と
稱
す 

可
く
、此
の
意
味
に
於

V
、

近
代
的
內
閻
制
度
の
發
達
に
與
へ
杧
る
功
果
尠
な

&
ら
少
。
而
し
て 

其
は
叉
當
滕

.
國
會
の
多
數
を
代
表
し

^
る
最
初
の
內
閣
な

6
き
。
サ
ン
ダ
ー
ヲ
、

z
ド
は

I

七 

O
〗

年
ブ
マ
ー
ス
に
宛
て
杧
る
書
信
に
於

*t
r
、w
閤
組
織
に
關
す
る
意
見
を
漏
ら
せ

6
、其
の
.中
 

に
日
く

-

ft
閣
に
は
、其
の
職
貴
上
之

U

列
席
す
る
或
種
の
權
利
を
有
す
る
人
'々

の
外
列
席
せ
^
。

大

僭
正
、大
法

©_

密
院
議
i
s

®
 
S

大
K
、大
藏
糠
裁
、II

人
め
國
#
^
届
の
外
、愛
蘭
太
守

=
九
九 

英
糊
の
內
_
制
と
火
舉
相
の
地
位 

•
 

.
 

S 

•
 

^
 
0



三
0

0

英
©
の

內

開

制

と

大

宰

相

の

地

位

.

. 

0
^

$
英
國
に
在
る
と
き

tt
列
席
せ

?'
る
可
か
ら
岁
。
若
し
國
王
に
し
て
此
の
他
に
列
席
念
し 

め
む
 

i 欲
せ
ば
、海
軍
長
宫

(Tile First 

C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r

 of 

the 

A
d
m
i
r
a
l
t
y
)

及

^
陸
辱
長
宫

(
T
h
e

 

master 

General 

o
f 

his 

o
r
d
s
n
c
e
)

等
な
ら

^

る
可

^
ら
ず
。

若
し
國
王
に
し
て
、其
の
政
務
を
此

0
會
擊
に
於
て
爵

|§
せ
し
む
る
こ
と
、
せ
ば
國
家
に
取 

つ
て
得
る
所
大
な
る
可
し

.0

是
れ
に
由
ズ
之
を
觀
れ

.ば
、
a
閣
會
議
に
て
は
國
家
の
一
般
政
策

U

關
す
る
事
件
討
議
せ
ら
れ 

f
O

る
可
於
ら
岁
と
の
サ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
の
意
見
明
白
な

-

CS。

然
か
？
內
閣
制
度
の
發
達
は
當 

肪
、に
於
て
未
だ
極

.め

.

V

不
究
全
な
る
を
兔
れ
き
。
何

i

な
れ
ば
近
代

ft
間
の
ニ
大
將
質 

は
未
た
備
は
ら

^

し
て
、閣
僚

»

其
の
政
黨
首
領
の
指
揮
に
從
ふ
こ
と
を
廿
む
せ
ず
、而
じ

<
國 

王
は
依
然
闶
閻
會
議
を
主
宰
し

^

6
け
れ
ぱ
な

み
o
.
卽
ち
ウ
ィ
リ
ア
ム
三

®

は
名
に
於
て

^p 

實
に
於
て
？
、依
然

^

る
行
政
府
の
首
腦

6

し
な

r
。
然
る

u

前
述
の
如
く
王
の
晚
年
に
臨 

.み
、旣
に
發
達
の
途

‘に
在

6

お
る
內
騎
制
度
の
進
步
を
阻
礙
し
、且
樞
密
院
の
權
烕
を
復
活
せ

し 

め
む
と
の
第
二
同
の
企
肅
は
試
み
ら
れ
允

6

0「

七
〇
一
年
の
踐
舴
令
？

三
章
中
に
規

®

し
'て
日
く
、

「

英
國
の

.法
律
及
び
憤
暂
に
侬
て
當
然
樞
密
院
に
於
て
審
_
せ
ら
る

PJ
き
我
舣
王
國
の
善
政
に
關
す
る
有
ゆ
る
案
件
は
、須
ら
く
同
院
に
於

<
處
理
せ
ら
る
可
く
、此 

の
如
く
し
て

.

.決
議
せ
ら
れ
杧
る
總
て
の
事
項
は
之
に
協
餐
し
祀
る
顧
間
，官

1C
依
<
調
印
せ
ら 

る
可
き

»
。

」

同
韋
中
尙
下
の
如
き
規

®

ぁ

6
、日
く
 r

國
王
の
下
に
官
職
或
は
利

S

ぁ
る
位
地
を 

fi
む
る
者
、或

tt
國
王
ょ

6
.年
金

.を
受
く
る
者
は
庶
民
院
議
員
祀
る
を
得
梦

」

と
。
是
れ
一
に
は 

_ 

<英
國
王
位
に
登

_

す
可
き
パ
ノ
丨
グ
ァ
ー
選
擧
候
が
其
の
獨
逸
出
身
の
寵

13
を
重
用
せ 

ひ
こ
と
を
慮

6

て
之
を
ふ
木
然
に

ff
i

舣
む
と
せ
し
用
意
に

.出
で
し

i
、且
つ
は
國
會

.

Q

內
閻
大

K 

に
對
す
る
不
信
と
に
因
る
可
し

i

雖

1

若
し

.是
等
の

•條

JI
U
し
て

*

施
せ
ら
れ

^
ら
む
に
は
、
 

满
め
に
英
國
憲
法
の
發
達
殊
に
內
園
制
度
の
進
#
を
阻
害
せ
し
や
想
見
す
る
に
難
か
ら
梦
。
 

即
ち
第
一
項
は
一
七
〇
：五
年
廢
此
せ
ら
れ
、第
ニ
項
は
國
務
大
臣
に
任
せ
ら
.れ
祀
る
者
は
官
職 

に
就
き
把
る
と
き
庶
民
院
に
再
選
を
求
む
る
事
と
修
正
せ
ら
れ
杧
ら
。

楚
等
の
障
寄
排
除
せ
ら
れ

*

る
に

$
係

は

ら

、チ
、
ft
間
制
度
は
ア

X

女
王
.の
治
下
に
は
其
の
準 

淡
極
め
て
遲
々
杧

6

き
0'
女
王
の
治
®
に
は
未
だ
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
滕
と
均
し
く
、內
閣
と
樞
密 

K
Iと
樞
密
院
の
委
員
會
と
、三
個
の
機
關
鼎
立
し
て
內
間
に

V

は
政
策
を
.討
難
し
、樞
密
院
委
員 

曾
：に

V

は
谷
種
の
行
政

«
務
を
處
理
し
、

«

密
院
に
て

.は
國
主
の
意
、志
を
形
.式
的
に
表
明
す
る

三
2
 

英
阐
の
妁
閬
制
と
火
银
相
の
地
位
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r
o
l
l 

震
好
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0
間
制
と
大
樂
©
の
池
位 

V
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四
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事

務

に

f

把

i

。

直

論

f

 

f

 

I

f

 

f彥

f

看

す

る

事

を

欲

せ

i

代
諸
王

Q

如
く
女
王
は

f
 
e

s

f
 
I

し
證
甘

U

S

S

部

t
 

王
自
身

I

f

出

2

1

。

ゥ

./

 

r

 

I
は

？

,
グ
雲
族
に
侬

i

蘭

P
 

迎
へ
.ら
れ
て
英
國
王
に
登

在

る

綠
故
に
因

I

ィ

ッ

グ
黨
に
同

情

し

た

，
ノ

しi

雛
炎

頑

冥

 

固

陋

な

る

ゼ
I

ム

ス

ニ 

f
f
i 

Q

娘
ア

ン

女
玉
は
自

か

ら

衷

心
ホ

ィ

ッ

グ

黨

を

懌

ぱ

慕

に

リ
>
1

v 

g
 

.
フ
ニ 
二
^
-
自

力
€
 

S
、ル
对

ィ

、'
ク
_

を

_

汰
岁
、t

こ

ト，_

 

.

黨

に

對

し

て

同

情

を

有

せ

し

事

は

注

意

す

可

し

。

左

れ

ば两
間

員

の

多

數

を

占

め
し
ホ 

ク
黨
は
ア
ン
女
王
の
治
世
の
中
葉
を
通

b

て
女
王
の
好
む

i

好
ま
次
る

と

に

係

は

參

、

其
の
黨
員
中
ょ
息
簡
大

f

選
任
せ
し
め
把

念

。

j

七
.〇
八
年
®
間

議

長

に

ソ
+

丨
;

卿
を
任
命
せ
じ
め
し
場
合
の
如

5

の
著
し
き
例

f

と
す
。

此
の

如
く
し
て

國
王
の

政
治 

上
.责
任
を
負
は

f

慣
例
は
結
局
？

せ
ら
れ
ず
。

一
七
ニ
年
英
國
議
院
皮
の

著
者

.

ヲ

ス
タ
，
丨
は
爾
へノぅ

「

從
來
國
王
於
萬
事
資
任
を
負
ふ
事
と
な
ろ
し

名
、余
は
其
の
事
の
旣 

に
I

に
肩
す

I

望
む
。

•
'英
國
の
.根
本
憲
法
に
據
れ
ば
國
務
大
ぼ
萬
事
に
■
し
て
寶
任 

ぁ
ぅ
余
は
仰
人

I

等
の
事
，に
關
し
て
女
王
の
名
を
用
ひ
？

む
事
產
む

」

4

,
然
る

C 

I

は

l

、r

x
女
王
は
依
然
統
治
せ
し
の

f
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大
臣
は
多
少
其
の
度
己
そ
減
匕
允
れ
、女
王
の
意
を
遵
奉
し
て
、其
の
遂
行
せ
し
政
策
は
女
王

,
 

個
人
的
希
望
装
因

.由
し
杧
る
名
の
な

6

き
。 

*

三

然
る
に
、,ノ

 
ー

グ
ァ

I
王
系
の
初
代
に
於
て
、實
際
新
滕
代
の
幕
は
開

&
れ
お

6
。
ジ
"
ルジ 

广
世
«

實に英國最初の立憲君主な云ふを

#
ベきな

6
。
何
と
な
れ
ば
王
は
銃
治

- 

せ
し
ぢ
政
治
せ
卞
、此
の
如
く
し

V

近
1«
:
責
任
肉
閻
の
基
礎
は
全
く
確
立
せ
ら
れ
杧
れ
ば
な

6 

爾
後
、英
國
の
政
治
史
は
國
王
治
世
の
交
替
に
依
ら
梦
、两
閻
大

E 
©
更
迭
に

f
て)

區
_
せ

ら

 

る
る
事
と
な
れ

6
。
當
滕
此
の
憲
法
上
の
發
展
を
助
成
す
る
に
可
な
る
ニ
個

0
事
情
存
し
杧 

1

き
。
第

1
、

ジ
,
.
ル
ジ
一
世
は
英
語
を
操
る
能
は
龙
從
つ

<
英
國

0
內
政
に
於
け
る
ょ

6
?

生
國
の
ぐ
ノ
ー
グ
ァ
ー
に
對
し
て
ょ

6

多
，く
の
利
益
に
有
せ
し
一
獨
逸
入
に
過
ぎ

^

6

し
事
、

第〕

ニ
、國
家
の
政
權
於
偶
々
非
常
に
有
力
に
し

V

且
執
著
心

.

P富
み
し
大
政
治
家

.
の
手

に

歸
' 
せ 

し
事
是
れ
な

6

。
初
め
て
貲
際
に
英
國
の
的
閣
制
度
を

«

定
し
、而
し
：て
初
め
て
眞

1£
且
究
全 

な
る

.意
義
に
於
け

^

大
.宰
相

i

自
：か
ら
爲

6

し

は

、
實

に

.
サ

ー

 

'
 
バ
' 

|

>

'ヲ
ル
ボ
ー

ル.な 

6

と
す
。

，ヲ

ル

ボ

ー

ル

傅9

箸
者

4

1

.
レー

•
卿
日
ん
吾
人
は
假
令
其

0

®

i

l

i

o

H英國
の
內
開
制
と
大
舉
相
の
她
位
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內開制と大银相の地啤

 

笠
Q 

權
と
を
行

..政
部
に

#

有
す
る
の
み
な
ら

2

庶
民
院
の

.議
員
膝
び
に
政
策
に
對
し
て
絕
大

0 

權
烕
を
揮
ぅ
を
#
る
此
の
著
名
な
る
两
閻
制
度
の
有
ゆ
る
發
達
の
缽
を
何
れ
の
脖
代
に
兆
す 

る
に
せ
ょ
、此
の
制
度
の
大
主
義
於
先
づ
議
院
政
治
に
於
て

.確
定
せ
ら
れ
、而
し
て
的
閻
制
度

7 

A
1

m

吾
々
の
滕
代
に
於
け
る
と
同
一
の
印
象
を
及
ぼ
す
に

•至
-
o
fc
る
は
、ヲ
ル
ポ
ー
ル
ば
宰

H
 

す
6

し
滕
に
在
る
や
確
實
な

i

と
。.「
英
國
の
政
治
龃
織

0
著
者
ハ
ー

\

亦
日
く
%
め
て
英
國 

人
民
の
製
求

i

相
‘
一
致
し
杧

6

と
の
所
見
を
以

<
政
治
を

‘行
ひ
し
《
ヲ
ル
ポ
ー
ル
な

6

き
。
 

象
め
て
庶
民
院
に
於
て
國
務
を
行
ひ
杧
る
は
ヲ
ル
ボ
ー
ル
な

6

き
。
其
の
國
務
を
行
ふ
に
當 

6 V

、物
め
て
國
會
に
議
席
を
有
す
る
國
王
輔
躕
の
大

15
を
し
て
彼
の
政
策
を
'賛
助
せ
し
む
可 

き
事
を
主
張
せ
し
は
ヲ
ル
ボ
ー
ル
な

6

き
.
0
:庶
民
院
财
幽
家
に
優

#

の
權
カ
を
占
め
、而
し
て 

能
力

U

於
て

3
、勢
力
に
於
て

\

將
た
叉
實
權
に
於
て
气
貴
族
院
を
凌
駕
す
る
に
至

6

し
は
ヲ 

ル
ポ
ー
ル
の
塒
な
み
き

o

而
し
て
國
王
の
信
任
未
だ
減
せ
次

6

し
に
名
係
は
ら
岁
、彼
に
對
す 

る
庶
民
院
の
倡

-f
t

缺
乏
せ
し
と
の
公
々
然
戈
る
理
由
に
因
て
冠
を
挂
く
る

0
模
範
を
示
せ
し 

g
亦
M

に
ヲ
ル
ボ
ー
ル
な

6

き」

i

o
以
上
は

ft
閣
制
度
に
關
す
る
重
？

.な
る
原
則
を
最
《
简 

潔
に
說
明
し
て
要
を
得

^

る
^p

の
な
れ
ど

^
,、余
は

®
ら
に
進
む
で

ft
閣
制
度
を
磁

.立
す

る
に

必
，要

な

る

諸

の

條

件

に

就<

說

明

せ

む
i

欲

す

。

飞
閣
制
度
を
確
立
し

^

る
第

一

の
要
件
は
國
王
を
實
際

.政
治
ょ

6

排
斤
し
杧
る
事
是
れ
な

6
。
 

況
に
述
べ
る
如
く
、ァ
ン
女
王
の
死
に
至
る
迄
、此
の
耍
件
は
依
然
と
し

<
具
は
ら
次

6

き
。
 

节
し
ジ

a
ル
ジ
ー
世
财
英
語
を
操

6
得
ぎ
ふ
し

y

ふ
將
別
の
事
情
在
ら
次

6

せ
ば
、何
塒
ま
で 

此
の
要

.件
於
充
祀
さ
れ

^

6
し
や

'或
は
國
王
舣
內
関
會

»■
ょ

6
排
斥
せ

6

る
、
事
永
外
ぁ
ら 

次
^V

し
や
否
や
、是
等
の
疑
問
は
容
易
に
解
答
す
る
乙
と
能

ft
岁
。
然
や
名
侮
英
國
憲
法
發
展 

ク
一
大
危
機
に
際
し

y

偶
々
外
國
人

&

英
國
の
王
位
に
登

6

し
事
财

"惟

6

英
國
の
憲
法
と
の 

み
云
は
ず
、廣
く
文
明
世
界
の
憲
法
に
大
な
る
貢
献
ぁ
ろ
し
や
、決
し

y

疑
ぅ
可
が
ら
卞
。

•

國
王 

'が
內
閣

U

列
席
す
る
限
久
勢
ひ
幾
分
政
治
上
の
寶
住
の
彼
に
歸
す
る
は
當
然
に
し

V
、

國
壬
の

' 

無
貴
任
は
卽
ち
國
務
大

fs
於
全
賫
任
を
負

^
前
提
な

6
。
サ
ー
ロ
パ
ー
ト
ヲ
ル
ボ
ー
ル 

の
長
期
丙
閣

0

.間
に
此
の
重
大
な
る
原
則

»
、結
局
充
分
に
承
認
；せ
ら
れ

^
ら
。
 

第
ニ
の
要
件
は
两
閣
と
國
會
の
多
數

.黨
と

0
關
係
の
密

«'
是
れ
な

6
。
此

0
如
き
關
係
は

J 

朝

1

タ

1C
成
る
名
の
に
非

^

し

V
、

國
會
內
に
於
け
る
政
黨
組
織
，の
設
定

.せ
ら
れ
し
後
、初
め

y
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' 

五
一
一

之
を
見
る
に
至

6

し
な

6
。

1

六
九
七
年

.サ

'

V

ダ
ー
ラ

\

ド

％

 
f

ッ
ダ
黨
を
其
の
間
僚
に 

充
て
し
は
、卽
ち
此
の
主
義
に
基
き
し
な

6

0
而
し
て
ア
ン
女
王
於
其
，の
意
志
に
反
し
て
ホ
ィ
ッ 

グ
黨
を
大

E

に
選
任
せ
し
名
此
の
主
義
を
强
制
せ
ら
れ
お
る

«

A
y
o :
1
七
ー
〇
年
り
改
達
こ 

依
て
ト

I
リ
ィ
黨
拟
國
會
に
多
數
を
占
め
し
、次
で
、

7
. \

tt
ホ
ィ
ッ
グ
黨
の
大

^
を
免

11
!
し
て
、
 

ト
ー
リ
ィ
黨
を
之

.に
代
ゆ
る
の
擧
を
斷
岁
る
能
は

3'
'〜

ジ
き
。

ヲ

ル

ポ

ー

ル

？

庶

民

院

の

，@

任 

真

は

f

 

f

其
の

®U

止
f

し
'

一
七
四

S

チ

J
 

く
ノ

ム
選
擧
問
題
に

_

し

< 

下
院
に
破
れ
し
と
き
曆
ィ
其

0
職
を
去
れ

6
。
此
の
如
く
し
て
此
の
大
原
則
は
確
定
せ
ら
れ 

f

と

i

 

I

べ
し

:0
て

ル

I

世
は
英
國

u

産
れ
：英
國

•流
の
敎
育
を
受
け

_

て
英
國

. 

政
界
の
浪
息

£

k

tc
l

以

5

 

ノ
ル
ジ
一
世
ニ
世
の
辟
代
に
證
食
せ
ら
れ
允
る
王
雜
を

同
復
せ
ひ

i
企
て
、速
み
に
黄
白
を
散

b

て
御
用
黨

(

I
s
 

Friends)

を
製
造
せ

し

が、是
‘れ
畢

0 

其
の
微
す
る

內
閻
を
雜
持

せ

む
於
爲

め
、庶
民
院

の
多
數
を

制
せ
む

と
せ
し
，

^
の
に
外
な
ら
步
。
 

此
の
意
義
に
於
て
王
名
亦
此
の
，大
主
義
の
功
能
を
認
め

.允
る
者
な

6

と
云
ふ
可
し
。

內
閣

i

a
會
の
多

.數
黨
と
の
連
絡
を
親
密
な
ら
し
む
る
ニ
法
あ

/ノ。

(

一
 )

»
閻
は
國
會
の
多
數 

黨
を
代
表
し
て
、政
治
上
之
と
同

I
I
.色彩

'を
帶
ぶ
る
事
三

〕
內
閣
員
は
總
べ
て
上
下
雨
院
の
对

t

於
に
鶴
席
を
有
す

.可
き
事
な

6
。
然
か
发
ニ

)

に
ば
例
外
あ

6
。
一八八〇年
ガ
ー
ゥ
リ 

ア

ム

、

I

コ

ー

ト

が
內
務
大

E
^

6

し
赌
、

一

滕
國
會
に
席
を
有
せ
次

/ノ
し
事
あ

6

き
。

ゴッ
 

ン

H 

X

が

〗

八
八
七
年
大
藏
大

'&
に
擧
げ
ら
れ
し
際
に
名
矢
張

6

無
席
な

6

き
。

.軟
近
に

4 

以
.上
i

同

|

の
場
合
な
き
に
非
る
炎
最
名
著
名
な

6
 

L
以
一
八
匹
五
年

1
ニ
月
グ
フ 

ト
ー
ン
が
ピ
ー
ル
內
閣
の
殖
底
大
臣

U

擧
げ
ら
れ
し
際
、斷
々
手
と
し
て
ニ
ュ

f

ル
ダ
區
に
於 

け

る

再
選
を
拒
絕

■せ
し
場
合
な

6

き
。：之
於
爲
め
グ
氏
は
ピ
ー
ル
两
閣
の
重
立
者
な

6

し
に 

名
係
は
ら
少
、多
事
多

«

な

6

し

1
八
四
六
年
の
會
期
中
國
會
外
の
人
和

6

き
。
是
等
の
例
タ 

あ
は
云
へ
、
今や此の慣例

ft
確
定
の
名
の

i

な
れ

6

。

.

次
に
第
三
の
耍
件
》
第
ニ
の
耍
件
と
最
％
密
切
の
關
係
を
有
す
る
？
の
に
し
<
、卽
ち
同
一
主 

義
者
を
以

V

內
関
を
組
織
す
る
事
？

。
若
し
内
閣
は
國
會
の
多
數
黨
の
政
治
的
色
彩
を
反 

射
す
る

,p

の
な

6

と
.せ
喊
其
の
間
員
^

ば

同

1

政
黨
ょ
6

採
ら
次
る
可
於
ら
次
る
や
極
め
て 

明
白
の
事
な

6

°

然
る
ヒ
责
任
内
閣
に
缺
く
可
於
ら
ぎ
る
他
の

.要
件
と
均
し
く
此
の
原
則
？ 

亦
一
朝
一

タ

に

具
足
せ

次
6

きO

ア
ン
女
王
の
早
年
の
內
閻
及
び
ジ

_

ル

ジ

三
世
の
卞
に
於

け
I

間

の
多

く

t

 V
、

十

i

f

 

f

 

S
M

Q

知

v

..

. 

. 

m
m
.
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宰
相
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地
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*
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f
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^

 

A
 

G 

 ̂

^
 

?

て
責
任
？

H

ヲ
ル
ポ

，
レ

は

;1
1
た
國
務
大

I

國
王
の
宫

f

し

. 

間
僚
に
向
つ
て

#

し

f

き
。

f

其

の

提

固
持
し
、極
力

f
 
f

1

1

.

^
 

? 

^
 

i 

* 

^
 

 ̂

f
f
l 

^
 

s

 

^

 

^

間e

嫌
疑
を
避
く

 
I

I

U

日
く
、
f

人
々

I

I

免
，
/

し
と
の

®

賞

れ

f

乙
故

I

V

其
S

ぐ

パ

。

信

.

“
 
■

鐘

^
 

.

策
S

5

し
iV

f

し

<
0 

”

使
f

發
し
、
5

f
 
f
 
I

間
の
政
. 

る
眼

|

は

反

。

は
、

2

國
務
大
ぼ
し
て

5

協
力
す

.

,

I

l

f

 
|

。.

|
 
國

雾

 
l

l

l

i

f
r—

r

害
す
る

^
如
き

C
と
あ
ら
ば
、其
は
實
に
別
問
題
セ
ら
才
る
可
か
ら

.梦」

と
？ 

溧
今
英
國
憲
法
學
者
の
泰

^

杧るサーゥィリアムア.
丨ルア

X

ソ
ン

日
く
、「

若
し
內 

11
火
踣
の
一
團
が
進
迪
を
共
に
す
る
と
き
は
、®
治
の
運
用
に
對
す
る
國
王
の
權
カ
は
之
が
爲 

沁
に
減
削
せ
ら
れ
、隨
づ

':
て
庶
民
院
の
權
力
は

if
加
す
。
卽
ち
若
し
國
王
於
或
官
省
の
政
務
に 

對
し

v

不
滿
な
る
名
、責
任
あ
る
當
該
大

e

が
國
王
の
信
用
を
失

a
*
.る

と

均

し

く

、_

僚

の

信 

艰
を
失
は

^
る
®
6
、國
王
は
今
日

31
、第
拾

八
世

IB
の
英
國
王
か
爲
し
能
ひ
し
か
设

く
叉
實
際 

爲
せ
し
が
如
く
、當
該
大

.R
を
免
ず
る
こ
と
能
は

^
る
可
し
。
若
し
之
を
敢

<
せ

ば
、S

爾
の
總 

#

Tt
i

な
る
可
し
。

國
王
は

卽
ち

一
黨
共
通
の
利
益
及
？

5
政
見
を
代
表
し
<
進
退
を
共
に
す 

る

一

團
の
政
治
家

に
對
す
る
乙

と

、
な
る
な

6
。
.是
等
の
两
閣
員
は
庶
民
院
の
多
數
が
彼
等 

の
政
策
を
支
持
す
る
を
欲

し
、從
つ

<
他
の
茹

何
な
る

政
策
を

g
支
持
せ

次
る

限
6
、内
閣
に
止 

4

る
.こ
と
を
得
る
な

6」

と
0:
然
る
に
閣
員
間
の

■軋

櫟
は
每
度
の
事
に

し

<
、部
烏

的
責
任
主
義 

は
容
易
に
絕
滅
せ

t

連
帶
責
任
主
義
の
發
達
は
遲
々
把
ろ
き
。
連

.帶
賫
任
の

.制
は
何
れ
の

» 

代
に

^

<
確
立
せ
ら
れ
し
や
、精
密
に
其
の
滕
日
を
語
る
は
難
け
れ
ど
名
、ハ
ー
ン
敎
授
は
一
七 

八
ニ
年
に
於
け
る
第
ニ

,

ッ
，キ
ン
、ガ
ム
內
閣
を
以
て
、連

'帶
賫
任

：

及
び

.两

_

統
二
の
上
ょ

6

見 

lllo

九
菌
の
益
制
と
大
宰
相
の
地
位

■ 

M
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ゼ
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e
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政
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が
茌
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芦
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ヵ

國
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同

意

を

s 

r 

r

v

政
絷
は

A
i 

局
こ
ジ
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き

I
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f
 
A
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;

^

1

政策は

I

f

等
 

一
 
I

s

f
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は之“
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H

解
1
5
1
 
I

,
,
,
し

 
< 

、
パ

.
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0
大命降るや、
皮

1
ブミ

 

てを試
み

•'て失敗せ

.OV。

。
、ッ

 

•

I
て徘

f

し、

里

f
 
I

n

 

f

u

l

l

。七

%

ぺ彼及び彼

|

5

こ鐵とし

？

”

し
f

n

 

l

:

f
 

I
l
:
u

 
“
む
ル

:
。

き

f

 

I

l

l

i l
I I

!

?

 

:

:

r

部
I

し
、

プ
ィ

—

ル
ド
卿

s

し
て

f

 

f

 

I
程u

两
間

の，
I

l

f

?

t !
l .
l

i !
d

G

,

; .
.

P

F

I f
I ;

r

力？ノ
。

y

i

f

如く、

i

s

y

b

s

か十八

t

中
f
 
I

甘し

K

-
れ 

し 

破

乙

r
八
ニ
年
を
以
て

此
の

主
義
の

—

S
せ
し
塒
期
な

6
と
せ
ば
、少
な
く
と
名
之
に
は
多
少
の
例
外
あ
る

'をJ

許

.さ
史
る
可
か
ら
ず
。

遮
莫
、英
画
憲
法
中
の
此
の

.大
主
義
は
ジ
ョ
ン
ギ

|

レ
丨

»

に
依
て
、極

fe
y
明
白
に
說
取
せ 

ら
.
れ
^

6

0

0く

通
則
と
し
て

# .
墻
の
重
要

..な
る
政
策

.は
責

¥

內
閣
全
體
に
及
ぼ
し
、而
し

<
間
員
は
凡
べ

< 

迆
：返
を
共
に
せ

S'
'
る

可

於

，ら
、
#

?
卽
ち
大
藏
大

E

tt
外
務
大

E

の
劣
騷
な
る
外
交
文
書
の 

爲
め
に
職
を
追

tt
る
可
く

"優
费
な
る
內
務
大

&

S
愚
劣
な
る
陸
軍
大

E

の
失
策
の
實
を
負 

ふ
，可

き

な
6

°

內
閻
は
君
主

U

對

し

て

_
一

 

體
な
る
が
如
く
、立
法
部
に
對
し

V

劣
亦

一

體
な 

i
 

.內閻
各
；大

E

の
意
見
は
國
王
の
前
に
名
國
會
の
前
に
？
、流

&

ぢ
一
人
の
意
見
な
る
於 

如
く
開
陳
せ
ら
：る。
的
閣
は
國
王
の

.御
前
に
於
て
ぢ
、叉
貴
族
院
或
は
庶
民
院
に
於
て
名
、單 

に
一
骽
と
な

6
 V

進
言
す
。
若
し
其
の
忠
言
に
し

y

容
れ
ら
れ
次
ら

u
/P
、其
の
問
猶
の
輕 

重
を
考
量
し
て
、肉
閻

»
總
選
擧
の
前
後
に
際
し
て
責
を
引
か
次
る
可
於
ら
少
。
今
口

 
了
解 

せ
ら
る
、
所
に
據
れ
ば
、

Rl
間
の
第
一
義
は
連
帶
し
て
責
任
の
分
つ
可
か
&
次
る
事
是
れ
な

Ay
o

•I
f

c

Qモー

レ
ー
哪
の
意
見
よ
6

名
、或

は
.一
層
重
き
權
輿
と
認
む
可
き
は
、

®
.の
先
輩
ク

1

フ
ッ
ト

11 ー
1
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地
位
を
占
む
る
乙
と
、
な

6
、大
宰
相
の
職
饮
玆
に

.漸
く
確
立
せ
ら
る
。
然
る
に
ジ

」

ル
ジ
三 

in
r
tt
sU

統
治
す
る
を
以

V

甘
む
せ

^
0
か
ら
政
治
せ
む
と
企
て
し
？
、著
々
と
し

<
發
達
し 

來
6
し
內
閻

制
度
に
伴
ふ
大

宰
相

の
職
を
復

fc
如
何
と
名

す
る

t
と

能

e
ざ
6
き
。
然

&
 

3 

英
國
の
憲
法
を
通

b
v
、此
の
大

宰
相

て
.ふ

地位

、が

占
む

る
如
き
：、爾&

 

く
將
異

の
名
の
は

在
ら 

少
。

大
宰
相
は

實
に
'英
國
の
政
治
的
支
配
者
な

6
0
然
る
に

一
九

〇
'五
年
に
至
る

迄
、大
宰
相 

の
池
位
は
英
國
の
宫
中
席
次

—
H
h
d
T
a
b
i
e
o
f

 social precedence)

中
に
認
め
ら
れ
ず
、且
英
國
に
大

宰

®

な
る
官
職
あ

6

や
否
や
疑
問
に
屬
す
。
之
に
就
て
面
白
き
逸
！

§

あ
ろ
。

一

八
六
三
年
パ 

丨

マ
ル
ス
ト

x

卿
は
ク
ヲ
ィ
ド
を

•訪
ひ
、非
常
の
熱
心
を
以

y

歡
迎
せ
ら
れ
し
於
、當
脖
の
響
備 

遮
長

tt
大

宰

，

に

對

しy

敬
意
を
表
す
る
爲
め

K

砲
を
發
せ
む
と
欲
し
、海
軍
敬
禮
の
帳
簿
を 

關
せ
し
に

m

く
可
し
、大
宰
相
の
文
字
を
發
見
す
る
能
は
ず
。
彼
«
パ
ー
マ

ル
ス
ト

ン
卿
矽
大 

櫬
繳
裁

(P 
ぼ t L

o
r
d

 of the T
r
e
a
s
u
r
y
)

の
外
に
丑
王
港
監
督

(Lord W
a
r
d
e
n

 of the 

c
i
n
q
s

 

p
o
r
t
s
)

tt

6

し
事
實
を
發
見
し

V
、

此
の
後
者
に
對
す
る
敬
禮
と
し

V
、

卿
の
名
*
の
爲
め
十
九
發
の
祝
砲 

を
發
し
、漸
く
其
の
場
を
濟
ま
し
杧

6

と
云

'ふ
。
次
に

.最
近

1C
は
一
九

0
六
年
五
月
三
日
庶
民 

院
に
昤
て

/

ル
ザ
ム
。プ

K

、\
選
出
議
員
ボ
ー
ル

^
質
.問
：書
に
は
何
峙
名
大
宰
相
宛
に
し
杧
る 

0 i

彐

面
の
内
間
制
と

大堅
相
の

地位 
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て
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總

裁
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钱
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に
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^
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.
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f
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I

き二九

Q
四
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の大宰相ブルフミは庶民院

I

I

律ヒ

§

目
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I
する如き官職認められる

6

や 
.

.
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を

受

け

し

r

ふ

t

s

間
I

し
は
此
の
質
間 

「

大
g.
目ょヒ隹

J 
ノ 

'  

、ゾ

f

ける跃說中に大宰相の地位
を說明して日く

、.

I

l

f

何等憲法上の

I

I

I

f

 r

y

u
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I

見
f

 
I

彼
I

國の立憲政體中

f

 

i 

有

I

l

f

依て

I

t

J

る何

S

地位言

、益い

f

 
m

輓
f

至
名

-
K
l 
s

f
 n

r

ム

-
K

S

の次、
戸

I
:!I
I:

I
I
;1

Iし
I.
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!

長
公
爵

0
'上
に
定
め
、叉
今
日
：に
て
は
、宫
文
書
中
に

^

大̂
宰
相
な
る

»

稱
屢
々
用
ひ
ら
る
、
を 

見
る
に
至
れ

6
。
大
宰
相
は
遂
に
社
會
上
の
地
位
を
占
め
杧
る
名
、令
日
と
雖

g

彼
は
果
し

V

 

政
治
上
の
地
位
を
占
め
得

^

6
やo

然
於
名
大
宰
相
は
或
他
の
法
律
上
公
認
せ
ら
れ
杧
る
宫 

職
を
兼
ぬ
る
に
非
れ
ば
、慣
例
上
單
に
大
宰
相
と
の
み
に
て
は
、自
己
の
內
閣
に
列
す
る
を
#
克 

Jt
の
意
味
に

於

て、̂

國
1C
は
大
宰
相
な
る
官
職
な
し
と
云
ふ
名
、決
し

y

矛
盾
の
言
に
非
る
可 

し
。
大
宰
相
の
兼
職
は
通
例
大
藏
總
裁
な
る
、

S
、

ダ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
は
、少
ピ
ツ
ト
及
び
力

'
V
11 

y
、グ

の
前
例
に
傚
ひ
、前

後
-
IB
]
、E

ら
に
大
藏
夫

15
の
官
職
を
各
兼
ね

^

6

き
。

ゾ

f

ル
ズ
ベ 

リ
ー
卿
は
大
宰
相

^

,
6し
滕
、數
年
間
外
務
大

E

を
兼
ね
、後
に
は
玉
麗
做
書
を
兼
官
と
し
、
：！
丨 

X

ベ
リ
ー
卿
は
樞
密
院
議
長
を
兼
ね
お
ぅ
き
。
大
宰
相

'が
何
故

.此
の
如
く
兼
職
を
有
せ

S'
'
る 

苽
か
ら
梦
や
と
云
ふ
に
、前
記
の
■如
く
法
律
上
自
己
の
內
開
に
列
席
す
る
資
格
な
き
上
に
、若
し 

兼
職
な
き
と
き

成
淡
は
#

紛
を
得
る
能
は

^

れ
ば
な

6
。
グ
ヲ
ッ
ド
ス
ト
ン
大
宰
相
の
地
位 

を
評
し
て
日
く

「

世
界
廣
し
と
雛
名
、此
の
如
く
大
な
る
物
體
に
し
て
此
の
如
く
小
な
る
陰
影
を 

放
つ
者
は
在
ら

^
。
叉
此
の
如
く
大
な
る
權
力
を
有
し

V
、

之
を
示
す
可
く
此
の
如
く
形

式 

尊
號
或
は

#

權
の
小
な
る
者
は
在
ら
^

」

と
。
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ヘ

ン
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ミ
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I
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仕
へ
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ィ
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シ
ィ

5
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w
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I

I
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I

王
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管
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i
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の繼.
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c
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I
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J
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單£
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K

S

寵

i

ミ

.る
ら

r
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の彈劾に會

S

れど

H

 

J

して

#

近々世的大宰相

C
近か

J
し

、

』

‘ 

き

f

ノビィは

J

レ

X

ドンに
 

スに至姜

i

接近し來

ぇ

レ
、

彼

の

開の頭領には非ろき。ソ

T

|

賺

崖

_

1

1 ?

豹

？

セ

む

.カ

爲

め

奮

鬪

せし
於

、
ず

f
ル
フ
ィ
ン
權
勢
を
得
る
に
至
て
斌
に
一
步
近
代
式
大
宰
相
に
接
近
し
來
れ

6
。
然
る
に
サ 

丨

，ロ
バ

ー

ト
ヲ
ル
ポ

ー

ル
乙
そ
眞
正
の
意
義
に
於
け
る
大
宰
相
の
嚆
矢
な

6

き
。
ヲ
ル

' 

ポ
ー
ル
は
內
閣
の
主
苹
に
し

.て、彼
の
開
僚
は
彼
の
配
下
に
非
れ
ば
彼
の
推
翦
に
出
で
し
者

1
 

6

き
。
彼
は
叉
庶
民
院
の
首
領
に
し
て
、其
の
信
任
の
去

6

杧
る
際
潔
く
挂
冠
せ

6

0
然
る
に 

大
宰
相
の
權
カ
坍
加
す
る
に
隨
ひ
、之
に
對
す
る
世
間
の

^

妬
*

く
甚
だ
し
く
、殊
に
ヲ
ル
ボ
ー 

;ぐ
に
對
し
て
攻
餵
に
向
ひ
し
點
は
、彼
於
自
か
ら

sole M
inis

t
e
r

或
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r
i
B
e

 V
i
z
i
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r

と
呼
ぴ
し
に 

在
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o

き
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等
は
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語
よ

6

出
で

1-
C
るFirst sinister

の
稱
を
用
ひ
き

)
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ヲ
ル
ボ 

丨
ル
に
反
對
し

1t
る
貴
族
院
饑
員
の
抗
議
書
は
一
七
四
一
年
宣
言
し

<

日
く
、
^ole Minister

否 

srst  M
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の
名
名
英
國
の
•法
律
中
に
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ら

ざ

る
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職
に

し

<
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國
の
憲
法
と
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し
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に
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の
總
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の
大
宰
相
名
存
在
す
可
か
ら
梦
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國
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の
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務
大
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ら
梦
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總
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は
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せ
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し
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日
く
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し

て

明

白

な
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て

此

の
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地
S

職

責
I

す

を

得

べ

き

や

否

や
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:
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:
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:

:

ヒ

ー

ル

は

嚴

重

に

各

省

を

監

督

せ
6
、彼

は

實
C
政

铲

ジ

I

體

i

s

l

f

觀
I

.。

丨

t

こ

〗

f

 

f

炎國會と云は？

政と云

|

其他

」

般の政務

5

しv

爾かく究全に

S

S
て

輿
.の
職
貴
を
盡
し

1t
る
大
宰
相

-t
t

未
だ
皙
て

.有
ら

^

石
可
し」

と
。

v

ヲ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
が
-重 

大
な
る
政
策
は
ピ
ー
ル
の
承
懿
を
經
る
に
非
れ
ば
、

®

に
备
省
に
於
<
之
を
行
ふ
能
は
次
る
の 

み
な
ら
ず
、之
を

#

策
ず
る
己
と
す
ら
能
は

.卞」

i

爾
ひ
し
は
、ロ
卿
の
艇
，意
を
裏
書
し
杧
る
名
の 

な
6
。
而
し

V

ビ
ー
ル
，自
身

S

明
か
に
大
宰
相
の
職
貴
の
重
き
に
過
ぎ

V
、「

凡
.ベ
て
大
宰
相

 ̂

る
者
は
之
を
貴
族
院
に
列
せ
し
ひ
る
外
、其
の
職
責
を
全
ぅ
せ
し
む
る
能
は
ぎ
ら
む
と
す
る
事

J 

を
®

6
し

^
彼
は
遂

u

上
院

U

列
せ
步
し
て
皁
死
せ

6
。
ビ
ー
ル
の
商
弟

^

6
しグラッド 

ス
ト
ー
ン
？
略
々
其
の

.先
輩

i

同
一
な
る
大
宰
相
の
職
權
を
行
；

5
把
6

き
。

其
の
閣
货
に
對
す
る
大
宰
賴
の
地
位
の
如
何
な

..る
を
問
は
す
*
於
國
家
全
般
の
機
關
に
關
係 

を
有
す
る
や
诃
白
な

6

0
後
ろ
に
堅
實
な
る
國
會
の
多
數
黨
を
控
妙
る
英
國
大
宰
相
の
權
カ 

は
、シ
ド

n

ィ
ロ
ー
の
賵
へ
る
、が
如
く
、獨
逸
皇

-#
或
#
米
侧
大
統
領
の
夫
れ
ょ
偉
大
な 

6

と
云
ふ
可
し
。
何
と
な
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